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件 名 議会と市民の交流会議の設立を求める請願について 

提 出 者 

三鷹市在住 

 

成清 一夫 ほか 17人 

紹 介 議 員 増田  仁 

要          旨 

〔趣旨〕 

2000年に施行された地方分権一括法によって、国及び地方公共団体が分担すべき役 

割が明確になり、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域

における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとされました。 

そういう事情を踏まえて、各地方公共団体では、「議会基本条例」を制定して、議

会の役割を明確化するところもふえています。近隣では、小金井市、国立市や多摩市

で基本条例を制定し、議会報告会としての市民・議会交流会を開催しています。 

三鷹市でもかつて、基本条例制定の陳情が提出されましたが、残念ながら、今日ま

で条例の制定に至っていません。 

低成長・少子高齢化時代になり、地方行政も従来の高度成長期のような運営は難し

くなるとともに、三鷹市固有の問題も抱えています。そうした中で、市、議会、そし

て市民が協働して、今後の地方行政の姿を考える体制づくりをすることが必要だと思

います。 

そこで、数年後の基本条例制定を視野に入れ、まず、議会報告会として、市議会全

党（会派）と市民が参加する交流会議の設立を求めて、本請願書を提出するものです。 

開催時期や事務局の基本的な考え方としては、下記のとおりです。 

記 

１ 交流会議の開催 

(1) 各年度の決算及び新年度予算決定後の定期開催 

(2) 市民の要請に基づく臨時開催 

２ 運営 

議会事務局が担当する。 

 


